
奄美情報処理専門学校学則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、情報処理に関する専門的な知識及び 

技術を習得させ、職業若しくは実生活に必要な能力の育成と教養の向上を図る事を 

目的とする。 

（名称） 

第２条 本校は、奄美情報処理専門学校という。 

 

（位置） 

第３条 本校は、奄美市名瀬小俣町３番５０号に置く。 

 

 

第２章 課程、学科、修業年限、定員及び休業日 

 

（課程、学科、修業年限、定員） 

第４条 本校の課程、学科、修業年限、定員は次のとおりとする。 

 

専門課程 学科名 修業年数 入学定員 総定員 備考 

工業 システム情報処理科 ２年 ２５名 ５０名 各学年１クラス 

工業 ＩＴビジネス科 １年 １５名 １５名 １クラス 

 

（学年、学期） 

第５条 本校の学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 （１） 工業専門課程の学期は、次のとおりとする。 

     前期 ４月１日から８月３１日まで 

     後期 ９月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第６条 本校の休業日は、次のとおりとする。 

 （１） 日曜日、土曜日 

 （２） 国民の祝日に関する法律で規定する日 

 （３） 夏季休業 ７月２０日から８月３１日まで 

 （４） 冬季休業 １２月２３日から翌年１月７日まで 

 （５） 春季休業 ３月２１日から４月７日まで 



第３章 教育課程、授業時数、及び教員組織 

 

（教育課程、授業時数） 

第７条 本校の教育課程及び授業時数は、別表１及び別表２のとおりとする。 

 （１） 別表１及び別表２に定める授業時数の１単位時間は４５分とする。 

 （２） 授業時数を単位数に換算する場合においては、一般科目は２４時数をもって１単位と

し、専門科目においては３２時数をもって１単位とする。 

 

（始業及び終業） 

第８条 本校の始業及び終業時刻は、次のとおりとする。 

 （１） 工業専門課程は、９時００分から１５時までとする。 

 （２） 国家試験や他の資格試験前には１５時３０分から１７時に補講をする場合がある。 

 

（教職員組織） 

第９条 本校に次の教職員を置く。 

 （１） 校  長 1名 

 （２） 専属講師 3名以上（校長を含む） 

 （３） 非常勤講師 5名以上（専属講師を含まず） 

 （４） 事務職員 1名以上 

 ２ 校長は、公務を掌り、所属職員を監督する。 

 

第４章 入学、編入学、休学、退学、卒業及び賞罰 

 

（入学資格） 

第１０条 本校の入学資格は、次のとおりとする。 

（１） 高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は文部科学大臣の定めるところ 

 によりこれに準ずる学力があると認められた者。 

 

（編入学資格） 

 第１１条 本校の第２学年以上に編入学できる者は、次のとおりとする。 

（１） 前条に規定する資格を有し、前学年の課程を修了したと同等以上の学力があると校長 

 が認めた者。 

 

（入学時期） 

 第１２条 本校の入学時期は次のとおりとする。 

（１） 毎学年の初めとする。 

 

（入学手続） 

 第１３条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。 

（１） 本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記入し、第２０条 

 に定める入学検定料を添えて提出し、受験票の交付を受けなければならない。 



（２） 前号の手続きを終了した者に対して入学試験を行い、入学を決定する。 

（３） 本校に入校を許可された者は、指定の期日までに第２０条に示す入学金を納入して入 

    学手続きを取らなければならない。 

 

（休学、復学） 

 第１４条 学生が疾病やその他やむをえない事由によって、３０日以上休学する場合は、診断

書及びその事由を記し、校長の許可を受けなければならない。 

  ２ 前項の者が復学しようとする場合は、届け出て、復学する事ができる。 

 

（退学） 

 第１５条 退学しようとする者は、その事由を記し校長の許可を受けなければならない。 

 

（成績評価） 

 第１６条 授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の成果、履修

状況を総合的に勘案して行う。 

  ２ 前項の成績評価については、校長が別に定める。 

 

（課程修了の認定、卒業） 

 第１７条 第７条に定める授業科目の成績評価に基づいて、校長は課程修了の認定を行う。 

   ２ 所定の修業年限以上在学し、課程を修了したと認めた者に対しては、卒業証書を授与する。 

 

（表彰） 

 第１８条 成績優秀にして、他の模範となる者は、表彰する事がある。 

 

（退学） 

 第１９条 次の各号の 1つに該当する者は、退学を命ずる事がある。 

 （１） 性行不良で改善の見込みがないと認められた者。 

 （２） 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者。 

 （３） 正当な理由がなくて出席が常でない者。 

 （４） 学校の秩序や社会的秩序を乱し、学生としての本分に反した者。 

 

第５章 入学金、授業料、その他 

 

（納付金） 

 第２０条 本校の入学金、授業料等は、次のとおりとする。ただし、原則として分納は、２回

までとするが、家庭の事情によりやむ負えない場合で学校長が認めた者のみ所定の

手続きを済ませば、その他の方法で納付する事ができる。 

 



（１）納付内訳 

 システム情報処理科 ＩＴビジネス科 備 考 

入 学 検 定 料 ５，０００円 ５，０００円 初年度のみ 

入 学 金 ７０，０００円 ３５，０００円 初年度のみ 

授 業 料 ５５０，０００円 ５００，０００円 年額 

施 設 維 持 費 ５０，０００円 ５０，０００円 年額 

 

（２）工業専門課程 システム情報処理科 入学金減免制度 

再進学入学金減免制度 

対象：大学・短大・専門学校等の高等教育機関への１年以上在籍者 

及び日本語学校卒業者の留学生 

減免金額：３５，０００円 

 

親族入学金減免制度 

対象：本校卒業生及び在学生の兄弟姉妹、子女 

減免金額：３５,０００円 

 

国家試験合格者入学金減免制度 

対象：ITパスポート・基本情報処理技術者試験の合格者 

減免金額：３５,０００円 

 

成績優秀者入学金減免制度 

対象：高等学校「調査書」において、全体の評定平均値が「5」もしくは、 

   学習成績概況が「A」の者 

減免金額：３５,０００円 

 

第２１条 既に納付した納付金は、原則として返還しない。ただし、入学決定者が入学手続き

後に辞退申請を３月３１日までにした場合、入学検定料・入学金を除く授業料及び

設備維持費を返還する。 

  

 第２２条 前期もしくは、後期が始まる 1 ヶ月前に休学の手続きを済せた場合、該当する学期

分の授業料は、徴収しない。ただし、施設維持費は除く。 

 

第２３条 前期もしくは、後期が始まる 1 ヶ月前に退学の手続きを済せた場合、該当する学期

分の授業料は、徴収しない。ただし、施設維持費は除く。 

 

（除籍） 

 第２４条 授業料その他の納付金を６ヶ月以上滞納した者は除籍する事ができる。 

 

（健康診断） 

 第２５条 健康診断は、毎年１回、別に定めるところにより実施する。 

 



 

附 則 

 この学則は平成１７年４月１日より施行する。 

 

附 則 

 この学則は平成２０年４月１日より施行する。 

 

附 則 

 この学則は平成２２年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この学則は平成２４年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この学則は平成２５年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この学則は平成２８年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この学則は平成２９年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この学則は平成３０年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この学則は平成３１年４月１日より施行する。 

 


